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⦿平成30年度から、都道府県も国民健康
保険の保険者となります。（資格や保険
料（税）の賦課・徴収等の身近な窓口
は、引き続きお住まいの市町村です。
⦿平成30年度以降の一斉更新から、新し
い被保険者証等には、居住地の都道府
県名が標記されるようになります。

・財政運営の責任主体
・国保運営方針に基づき、事務の効
率化、標準化、広域化を推進
・市町村ごとの標準保険料率を算定
・保険給付費等交付金の市町村への
支払い

・国保事業費納付金を都道府県に納付
・資格を管理（被保険者証等の発行）
・標準保険料率を参考に保険料率を
決定
・保険料の賦課・徴収
・保険給付の決定、支給

　国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年４月から、これまでの市町村に加え
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました。

　国民健康保険制度は、日本の国民健康保険の基盤となる仕組ですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得
水準が低く保険料（税）の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の
保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。
見直しによる主な変更点　　　　　　　 　都道府県と市町村役割

 

新しい財政運営の仕組み
●都道府県内で保険料負担を公平に支え合うため、都道府県が市町村ごとにの医療水準や所得水準に応じた国保事
業費納付金（保険料負担）の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として市町村に対
して支払います。これにより、市町村の財政は従来と比べて大きく安定します。
●都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示し、市町村間で比較できるようになります。
保険料の賦課・徴収
●市町村はこれまで個別に給付費を推計し、保険料負担額を決定してきましたが、今後は都道府県に納付金を納め
るため、都道府県の示す標準保険料率を参考に、それぞれの保険料算定方式や予定収納率に基づき、それぞれの
保険料率を定め、保険料を賦課することになります。
氷川町国民健康保険の主な変更点
法令改正によるもの
・国民健康保険税の基礎課税に係る課税限度額を58万円（現行：54万円）に引き上げ
・５割軽減対象者となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数の数に乗ずべき金額を27.5万円（現
行：27万円）に引き上げ
・２割軽減対象者となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数の数に乗ずべき金額を50万円（現行：
49万円）に引き上げ
都道府県移行に伴う県運営方針によるもの

・氷川町国民健康保険税算定方式変更及び保険税率改正

　所得割　世帯の所得に応じて算定
　資産割　世帯の資産に応じて算定
　均等割（被保険者均等割）　被保険者１人当たりの額により算定
　平等割（世帯別平等割）　　１世帯当たりの額により算定

【変更点】
○医療分、後期高齢者支援分及び介護納付金分について、平成30年度から応能割の資産割分がなくなります。
また、介護納付金分の応益割の平等割分がなくなります。
○平成29年度まで応能割の資産割分として、年間保険税の10％程度を徴収していましたが、平成30年度から
は資産割分の10％が、応能割の所得割、応益割の均等割・平等割に上図保険税率に均され保険税が賦課され
ます。

・葬祭費の支給金額の統一
　葬祭費支給金額２万円（現行：３万円）※平成30年4月1日以降に葬祭を行った日からとなります。

【お問い合わせ先】　健康福祉課　国民健康保険係　☎５２-５８５２（直通）

平成 30年４月から国民健康保険制度が変わります

都道府県の主な役割 市町村の主な役割




